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新旧対照表 

（マチカマネーのチャージに関する付帯条項の改正） 

２０２６年５月２５日 

改定後 改定前 

第３条（委託業務） 

２ 当社は加盟店運営者に対し、本業務の

遂行に必要となる専用端末（当社が提供

する決済用アプリケーションソフトウェ

アの提供を含む。以下、本付帯条項にお

いて同じ。）及び鍵等の賃貸並びに運用

サーバへの権限を付与し、加盟店運営者

は、これらを適切に管理しなければなら

ない。 

３ 当社が加盟店運営者に貸与又は提供す

る専用端末の取扱いは、別途定める遵守

事項によるものとする。なお、鍵の取扱

いについても別途定める遵守事項の例に

よる。 

 

第３条（委託業務） 

２ 当社は加盟店運営者に対し、本業務の

遂行に必要となる専用端末及び鍵等の賃

貸並びに運用サーバへの権限を付与し、

加盟店運営者は、これらを適切に管理し

なければならない。 

 

 

 

３ 当社が加盟店運営者に貸与する専用端

末の取扱いは、別途定める遵守事項によ

るものとする。なお、鍵の取扱いについ

ても別途定める遵守事項の例による。 

 

 


